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 １ 消費生活センターの概要            

 

（１）名称・所在地 

 ア 名   称  鳥取県生活環境部くらしの安心局消費生活センター 

 イ 所 在 地  鳥取県米子市末広町２９４番地（米子コンベンションセンター４階） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ウ 消費生活相談室の設置状況 

名 称 ・ 所在地 電話番号・相談受付時間・相談体制 

東部消費生活相談室 

〒680-8570 

鳥取市東町１丁目２７１番地 

鳥取県庁第二庁舎２階 

電  話 ：0857-26-7605  ＦＡＸ ：0857-26-8144 

月～金（祝日、年末年始を除く） 

8:30～17:00 

常時１名配置 

中部消費生活相談室 

〒682-0816 

倉吉市駄経寺町１８７番地１ 

倉吉交流プラザ２階  

電  話 ：0858-22-3000 ＦＡＸ ：0858-24-5646 

火～土(祝日とその翌日、年末年始を除く) 

9:00～17:30 

常時１名配置 

西部消費生活相談室 

〒683-0043 

米子市末広町２９４番地 

米子コンベンションセンター４階 

電  話 ：0859-34-2648 ＦＡＸ ：0859-34-2670 

毎日（祝日、年末年始を除く） 

8:30～17:00 

常時２名配置 

   ※相談業務は NPO 法人に委託 

 

（２）組 織 

 

  

 

所長 次長 

 

西部（本部）：職員２名、事務員（会計年度任用職員）１名 

   東部（駐在）：職員１名 不当取引等専門指導員 

（会計年度任用職員）１名  

 

 

 

  〔NPO 法人職員〕  
消費生活相談員  東部相談室 

 中部相談室 

 西部相談室 

 

金融広報委員会書記（１名） 

（令和７年１２月時点） 

イオン 

米 子

駅 前

店 
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２ 令和７年度消費生活センターのミッション   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県民の安全で安心な消費生活の確保 

＜消費者トラブルの相談対応、救済＞ 
・市町村相談体制のサポート 
・県センターでの高度・専門的相談の対応 
・法的判断を要する消費者トラブル解決のための
弁護士等専門家・専門相談窓口への橋渡し 

・消費生活相談員の人材確保・養成 

○市町村、弁護士、司法書士、警察、教育機関、事業者等との連携 

○消費者、消費者団体の自主的取組の支援及び協働 

主要課題 

施策概要 

「消費者教育推進計画」（R６～R12）に基づき消費者

教育を総合的に推進 

ライフステージに応じた消費者教育の推進 
・成年年齢引下げに対応した若年層への消費者教育 

教員向け消費者教育研修の実施 

消費者力強化連続講座 

・大学等との連携による学生・県民向け講座（くらしの

経済・法律講座）の開催 

・職域における講座実施に向けた働きかけ 

・消費者問題の知識習得を図る公開講座（とっとり消

費者大学）の開催（アーカイブ配信を併せて実施） 

・SDGｓ・エシカル消費の普及による消費者市民社会

の形成 

・思いやり消費（エシカル消費）宣言制度と思いやり消

費普及推進事業補助金による事業者への支援 

配慮を要する消費者のトラブルの未然防止 
・啓発講座を開催する広域的な団体への講師派遣 

 

自立した消費者の育成のための消費者教育推進 

広報・啓発の充実 
・安心・安全情報の迅速な提供（市町村との連携等） 

・新聞、SNS、あんしんトリピーメール、街頭広告等の媒体

を活用した啓発・注意喚起 

・消費者ホットライン１８８の周知 

消費者被害未然防止対策の強化 
・「特定商取引法」や「消費生活の安定及び向上に関す

る条例」の適正、迅速な執行 

・事業者規制等に関する国・警察機関との連携 

・高齢者・障がい者等の消費者被害防止のための市

町村による消費者安全確保地域協議会（見守りネ

ットワーク）の設置・活用支援 

 

県内の消費生活相談体制の維持・充実 
・県内３拠点での消費生活相談対応・市町村支援 

・電子メール相談（相談しやすい体制整備） 

・土日の相談対応（西部相談室） 

・相談員の専門能力の向上研修 

・法律専門家等外部専門家活用による対応力強化 

（多重債務・法律相談会の実施） 

・市町村での困難案件に対する助言・引継対応 

・消費生活相談員資格者確保の補助制度 

・県内相談体制のあり方検討 

＜消費者被害防止・消費者市民社会の形成に 
向けた広報・啓発＞ 

・消費者トラブル未然防止のための注意喚起 
・消費者の知識･対処力向上のための啓発広報 

消費者団体等の育成、活性化支援 
・消費者団体等が取り組む自主的な活動への補助制度や

団体のネットワーク化の支援 

＜消費者保護のための法執行＞ 
・悪質事業者等に対する調査、指導、処分 
・警察との連携・情報共有 

＜自立した消費者の育成＞ 
・消費生活及び生活設計に関する知識の普及 
・幼児期から高齢期までの各段階に応じ、消費者
の特性に配慮した体系的消費者教育の実施 

・消費者団体の活動促進 
 

県全体の消費生活相談窓口の維持・充実 

特定商取引法等の執行・見守り体制の構築 

消費生活センターの管理 
・東・中・西部 消費生活相談室の管理 

・PIONET新システム移行への対応 

消費生活審議会の運営 

消費者の 

権利の尊重 

消費者の 

自立支援 
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３ 鳥取県の消費者行政のあゆみ          
昭和４５年  ７月１６日 

        ８月２０日 

        ９月 １日 

 

昭和４６年  ３月１６日 

        ３月２５日 

昭和４７年  ４月 １日 

        ５月１２日 

昭和４８年  ４月 １日 

昭和４９年  １月１６日 

        ３月 

        ４月 １日 

        ７月 

企画部創設、企画室から県民課に改組 
 消費生活苦情処理取扱要綱設定 
 消費生活苦情相談窓口設置（鳥取、倉吉、米子各保健所内） 

 消費生活ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ制度発足（苦情相談窓口内に各２名配置、国庫補助） 
 鳥取県立消費生活センターの設置及び管理に関する条例施行 
 消費生活センター新設（仮開所－旧米子児童相談所跡－） 

 機構改革に伴い生活課として改組 
 消費生活センター本開所（米子市東町９７ 開発ビル三階） 
 機構改革に伴い厚生部生活課として改組 

 機構改革に伴い民生部生活安定対策室として改組 
 消費生活センター巡回車「くらしの泉号」配置 
 消費生活ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄを消費生活相談員に改名 

 民生部生活安定対策室分室（東部地区消費生活苦情相談窓口）設置（鳥取市福祉文化会館内） 

昭和５０年  ４月 １日 

昭和５２年  ６月 １日 

昭和５５年  ６月 １日 

  

昭和５８年  ８月１１日 

昭和５９年  ８月 

中部地区消費生活苦情相談窓口を設置（倉吉市役所内） 

 機構改革に伴い民生部県民生活課として改組 
 消費生活の安定及び向上に関する条例（県条例）施行 
 消費生活審議会の設置（学識者５、消費者５、事業者３、行政２、計１５名） 

 「なしについての表示基準」（県基準）の設定 
消費生活センターが米子市役所旧庁舎内に移転 

昭和６１年  ４月 １日 

        

昭和６２年   １月 １日 

       ３月２０日 

       １０月 

機構改革に伴い消費者保護行政が民生部社会課県民生活室へ所管換え 

 東部消費生活相談室が県庁第二庁舎１階に移転 
県条例の一部改正、 悪質業者対策連絡協議会の設置 
 県条例に基づく「不当な取引方法」の指定告示 

 全国消費生活情報ネットワーク・システム（PIO-NET）の運用開始  

平成  元年 １２月２６日 

平成 ６年  ４月 １日 

平成 ８年  ４月 １日 

平成１０年  ３月 ９日 

「くらしの相談員」設置 

機構改革に伴い消費者保護行政が生活環境部生活衛生課へ所管換え 
 機構改革に伴い県民生活課に改組 
 消費生活センターが米子コンベンションセンターに移転  

平成１３年  ４月１７日 
平成１４年  ４月 １日 
平成１５年  ３月３１日 

平成１５年 １０月 
 
平成１６年  ３月３０日 

  
 
平成１６年  ９月 

１０月 
平成１８年  ４月 １日 
平成１８年  ４月 １日 

平成１９年  ５月２３日 

中部消費生活相談室が倉吉未来中心に移転 
 消費生活相談員を増員（東部３名、中部２名、西部３名体制へ） 
 「くらしの相談員」廃止 

 ヤミ金融等対策連絡協議会の設置、第１回ヤミ金融特別相談会の実施 
東部消費生活相談室が県庁第二庁舎２階に移転 
 県条例の一部改正 

 県条例に基づく「不当な取引方法」の指定告示（旧告示は廃止） 
 不当な取引方法の規制に係る公表等に関する実施要綱の告示 
ヤミ金融等対策連絡協議会が総務省へ犯罪利用携帯電話の利用停止の申出 

県条例に基づく架空請求業者名の公表を開始 
県条例の一部改正 
機構改革に伴い消費生活センターが本庁組織化 

ヤミ金融等対策連絡協議会を多重債務・ヤミ金融問題等対策協議会に改組 

平成２１年   ３月 

  ４月 １日 

 

  ４月２８日 

 １２月 １日 

平成２２年  ４月 

平成２３年  ３月１８日 

平成２４年  ４月 １日 
 
平成２５年  ４月 １日 

  ７月３１日 
       ８月 ９日 
平成２６年  ４月 １日 

平成２６年  ８月 ４日 
平成２７年  ３月 
平成２８年  ３月 

平成２８年  ４月  １日 
 
 

 
 
平成２９年  ４月  １日 

平成３１年  ２月 ４日 
  ３月 

鳥取県消費者行政活性化基金を設置（当初積立額 168,626 千円） 

 西部相談室で土日相談を開始（祝日・年末年始は休み） 
消費生活相談員を増員（東部３名、中部２名、西部４名体制へ） 
 鳥取県消費者行政推進連絡協議会設置（県及び全市町村で構成） 

 鳥取県内の全市町村が消費生活相談窓口を開設 
地域消費生活サポーター養成を開始 
県条例の一部改正 

鳥取県と一部市町が共同で消費生活相談業務を NPO 法人コンシューマーズサポート鳥取に委託  
相談員を増員（東部５名、中部１名、西部５名体制へ） 
不当取引専門指導員の配置 

県条例に基づく「不当な取引方法」の指定告示の一部改正 
「なしについての表示基準」（県基準）の一部改正 
相談員の配置を変更（東部４名、中部２名、西部５名体制へ） 

鳥取県消費者教育推進地域協議会の設置 
鳥取県消費者教育推進計画骨子案策定 
鳥取県消費者教育推進計画策定 

鳥取県消費生活センター条例改正（旧鳥取県立消費生活センターの設置及び管理に関する条例） 
鳥取県消費生活センター規則改正（旧鳥取県立消費生活センター管理規則） 
※消費生活の安定及び向上に関する条例については検討するが改正せず 

先駆的プログラム交付金により特殊詐欺撲滅リーダー、消費者教育支援員、エシカル担当臨時的任用
職員配置（～平成 30 年３月 31 日まで） 
消費生活相談業務を競争入札により NPO 法人コンシューマーズサポート鳥取に委託（5 年間） 

鳥取県消費者見守りネットワーク協議会（消費者安全確保地域協議会）の設置 
鳥取県消費者教育推進計画改定（2019～2023 年度） 

令和 ２年 １１月３０日 

令和 ４年  ４月 １日 
令和 ６年  ３月 
令和 ７年  ８月 １日 

電子メール（とっとり電子申請サービス）による消費生活相談受付の開始 

消費生活相談業務を随意契約により NPO 法人コンシューマーズサポート鳥取に委託（5 年間） 
鳥取県消費者教育推進計画改定（2024～2030 年度） 
県条例に基づく「不当な取引方法」の指定告示の一部改正 



 

- 4 - 

４ 国の消費者政策の推進体制           

 

【消費者委員会】 

内閣府消費者委員会は、消費者庁と共に 2009 年 9 月 1 日に発足しました。独立した第三者機関とし 

て、各種の消費者問題について自ら調査・審議を行い、内閣総理大臣や関係各大臣等に対して建議等を 

行うほか、その諮問に応じて調査審議を行います。 

【独立行政法人 国民生活センター】 

国民生活センターは、消費者庁が所管する独立行政法人です。国民生活センターは、国や全国の消費 

生活センター等と連携し、消費者行政における中核的な機関としての役割を担っています。主な業務は 

以下のとおりです。 

• 消費生活センター等に対して解決困難な相談の処理方法等をアドバイスするとともに、最寄りの消費 

生活センター等につながらなかった消費者からの相談を受け付けています。 

• PIO-NET（全国消費生活情報ネットワークシステム）を通じて、全国の消費生活センター等に寄せら 

れた消費生活相談情報を収集しています。 

• 消費者被害の未然防止・拡大防止を図るため、相談情報の分析や商品テストを行い、その結果を消費 

者への啓発・注意喚起に活用するとともに、行政機関や事業者団体等に要望・情報提供しています。 

• 消費者行政担当職員や消費生活相談員等の能力向上のための研修のほか、消費生活相談員資格（国家 

資格）試験及び消費生活専門相談員資格認定試験を実施しています。 

• 解決が全国的に重要である消費者紛争について裁判外紛争解決手続（ADR）を実施しています。 

• 適格消費者団体に対する情報提供等の支援や、特定適格消費者団体が裁判所に仮差押命令の申立てを 

行うための、立担保を実施してします。 

※ 出典：消費者庁パンフレット 

   https://www.caa.go.jp/about_us/about/caa_pamphlet/#m01 
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５ 鳥取県の消費者施策の体系           
 

 
 

国の地方消費者行政強化交付金（推進事業：国 10/10、強化事業：国 1/2）等を活用し、県内の消費生活

相談体制の充実・消費者への啓発の強化等に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

県が委託した NPO 法人の消費生活相談員が、消費生活に関する苦情や問合せに応じ、相談者が

自主解決できるよう必要な助言等を行う。 

【消費生活相談員数：１２名（東部３名、中部３名、西部６名）】 

①相談

■ 消費生活相談

■ 多重債務・法律相談

多重債務や高度な法的見解が必要な相談事案について、弁護士等が直接相談を受け、問題解決に

当たる。（東部・中部・西部において毎月実施） 

 
②消費者教育

■ 消費者教育推進計画の策定・推進

■ とっとり消費者大学 公開講座

■ とっとり消費者大学 くらしの経済・法律講座

■ 地域消費生活サポーターの育成

■ とっとり消費者大学 啓発講座

■ とっとり消費者大学 紙面講座

■ パネル・DVD等の貸出

■ SNS等を活用した情報発信

「鳥取県消費者教育推進計画」にそって、関係機関・団体、地域等と連携して消費者教育を総合

的かつ一体的に推進する。 

消費者教育推進計画に基づき、県民を対象とした公開講座を開催する。 

法律・経済各分野の専門家が講師となり、学生及び県民を対象により体系的専門的な知識の普及

を図るための講座を、県内高等教育機関と連携して実施する。 

【実施校】鳥取大学、鳥取短期大学、公立鳥取環境大学 

くらしの経済・法律講座の修了者等を県が「地域消費生活サポーター」として認定し、市町村と

連携を図りながら地域の見守り活動に関する知識の向上と活動促進を図る。 

広域的団体や専門学校・高等学校等が行う学習会等に講師を派遣し、悪質商法や多重債務、消費

者教育などについて講座を実施する。 

新聞等の広報媒体を活用し、身近な消費生活トラブルへの対応方法等を周知する。 

当センターで展示・保管している DVD やパネル等を、地区公民館や学校などからの要望に応じ、

随時貸出しを行う。 

あんしんトリピーメール、県消費生活センター公式 LINE、Instagram、エコトリピー

（Instagram・X）等を活用し、消費者啓発のための情報発信を行う。 

③法執行

■ 行政指導・処分

■ 警察との連携

法令に基づく事業者の行為規制により、必要な指導・処分を行う。 

警察と随時情報共有するとともに、消費者被害の未然防止を図る。 

【共通】消費生活行政推進  
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６ 消費生活センター予算             

事業名 

当初予算額（千円） 
事 業 内 容 

（R７年度） Ｒ７ Ｒ６ 差引 

消費生活センター事業費 54,468 56,499 △2,031 

①消費生活センター管理運営費 10,584 

・県消費生活センター及び各相談室の管理 

②多重債務・法律相談会の開催 849 

・県弁護士会等と連携した各種法律相談会（多重債務・

ヤミ金融等対策を含む）の開催 

③消費生活相談事業 38,376 

・H24 年度～ NPO 法人委託 

④消費生活相談員担い手確保事業 187 

⑤市町村消費者行政強化交付金 3,833（▲2,167） 

・国の地方消費者行政強化交付金（国 10/10 等）等を

活用し、県内の消費生活相談体制を強化 

 →段階的な充当終了による事業量の減 

⑥その他 639 

・（新）相談体制あり方検討会 

・消費生活審議会、苦情処理委員会委員報酬、研修講

師謝金、講師旅費、貸付金等 

消費者教育推進事業 14,308 10,595 3,713 

①消費者教育の推進 5,574 

とっとり消費者大学講座の開催 

・啓発講座への講師派遣 

・大学等と連携した「くらしの経済・法律講座」 

・公開講座 

・（新）消費者力強化連続講座 

・啓発記事の新聞掲載 

・職域向けリーフレットの制作 

・（新）教員向け消費者教育研修の開催 

②消費生活相談窓口の認知度向上 7,160（+6,068） 

・（拡）デジタルサイネージ広告 

・YouTube 広告 

・（新）ポスター制作 

・（新）リーフレット制作・新聞折込 

・（新）SNS 広告（Instagram） 

③思いやり消費の普及 600 

【思いやり消費（エシカル消費）普及事業からの統合】 

・思いやり消費（エシカル消費）の普及につながる事

業者の取組への補助 

④消費者団体への支援 235 

・消費者団体等の活動への補助 

・消費者団体代表者連絡会議の開催 

⑤その他 739 

・消費者教育推進地域協議会の開催 

・消費生活相談員スキルアップ研修の開催 

思いやり消費（エシカル消

費）普及事業 
‐ 2,000 △2,000 消費者教育推進事業へ統合 

特殊詐欺・悪質商事法被害

防止対策推進事業 
‐ 3,000 △3,000 くらしの安心推進課の事業に統合 

計 68,776 72,094 △3,318 
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７ 令和６年度消費生活センター事業実績      
 

１ 身近な消費生活相談窓口機能強化事業 
 

（１）消費生活相談事業 
ア 消費生活相談の実施               ※ 詳細は、「統計資料」参照 

県内３ヶ所の消費生活相談室において、県民の方々からの消費生活に関する苦情や問い合わせ 

  に応じて適切な助言・情報提供・あっせんを行った。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 消費生活相談体制の充実 

○土日の相談受付(平成２１年度開始)の継続実施。 

⇒ （令和６年度）土日の相談件数：２９２件（全体の１３．６％、一日平均２.８件） 

※継続案件を含む土日の相談対応件数は３２９件。 

○電子メール（とっとり電子申請サービス・令和２年度開始）による消費生活相談受付の継続実施。 

⇒ （令和６年度）とっとり電子申請サービスでの相談件数：１８件 

○市町村相談窓口との連携 

   ⇒令和４年度から原則として住民に身近な市町村窓口が受け付け、県センターは、高度な専 

門性または広域的な見地を要する相談の対応及び閉庁日の相談対応を含む市町村の相 

談対応の支援を主とする体制に移行。 

 

ウ 多重債務・ヤミ金融問題等対策の実施 

○多重債務・法律相談会の開催 

    複雑化・多様化する相談内容及び多重債務問題等に対し、弁護士等法律専門家との連携によ 

  り法的な問題解決に当たった。 

区  分 開催頻度 開催回数 相談件数 備 考 

弁護士随時相談会 随時   ３回   ３件 
相談者本人が 

弁護士に相談 
多重債務・法律相談会 

(強化キャンペーン含む) 
毎月×３箇所   ３６回   ４９件 

合  計 －   ３９回  ５２件  

 

○多重債務者相談強化キャンペーンの実施 

国が実施する「多重債務者相談強化キャンペーン」（R6.9～12月）に合わせ、関係機関と 

連携し、弁護士等法律専門家による法律相談会を休日開催。 

開 催 日 令和６年１２月２２日 令和６年１２月２１日 令和６年１２月２１日 

場  所 とりぎん文化会館 倉吉交流プラザ 
米子コンベンションセン

ター 

相談件数 ３件 １件 ３件 

【令和６年度 相談室別】 

相談 

室名 

件数 

（件） 

割合 

（％） 

東部 428 19.9  

中部 299 13.9  

西部 1,424 66.2  

計 2,151 100  

【令和６年度 対応結果別】 

  
件数 

（件） 

割合 

（％） 

助言 

（自主交渉） 
1,458 67.8  

斡旋 

（解決・不調） 
172 8.0  

その他 

（他機関紹介等） 
521 24.2  

計 2,151 100  
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エ 消費生活相談員担い手確保事業 

消費生活相談員（国家資格者）の人材不足が見込まれていることから、消費生活相談員資 

格者の確保を目的に、資格取得者に係る受験費用の一部を助成する補助制度を創設した。 

 ・補助対象経費：受験手数料及び２次試験交通旅費 

 ・補助率：１/２ 

 ・令和６年度補助金活用実績：１件 

 

（２）デジタル消費者教育の推進 
※詳細は１０頁を参照。 
新しい生活様式の普及に伴い増加したインターネットを介した消費生活トラブルの被害防止の 

ため、携帯電話会社及び市町村窓口と連携し、スマートフォンやインターネットの利用方法・注 

意点やトラブルに巻き込まれない対処法を身につけるデジタル講座を実施した。 

 

 

２ 消費生活センター事業費 
（１）消費者行政費 
ア 消費生活審議会の開催 

   県民の消費生活に関する重要事項を調査審議し、意見具申する審議会を開催した。 

日  時 令和７年２月１３日 １４：００～１５：３０ 

場  所 米子コンベンションセンター５階 第５会議室 

議  題 

・協議事項  
「不当な取引方法の指定」（鳥取県告示第２４４号）の改正について 
 

・報告事項 
（１）令和６年度消費生活センター事業について 
（２）令和７年度消費生活センター事業の概要 

 

イ 所管法令の遵守のための事業者指導等 

不当な取引方法（勧誘、契約等）について、特定商取引法及び消費生活の安定及び向上に 

関する条例に基づき、行政処分及び必要な指導等を行った。 

・行政処分（指示）０件、行政指導（文書指導）２件 

 

ウ 市町村との連携強化 

消費者行政推進連絡協議会及び市町村担当職員等研修を開催し、市町村との連携強化を図 

った。 

 

＜第１７回鳥取県消費者行政推進連絡協議会＞ 

開催日 開催地 協議概要 
参加 

団体 

令和６年 

５月２３日 

米子コンベンショ

ンセンター３階 

第２会議室 

県からの報告 

・消費生活相談の概要 

・令和６年度の事業計画 

意見交換 

・消費生活相談のＤＸ化について 

・今後の県内の相談体制について 

西部地区市町村 

令和６年 

５月２９日 

鳥取県庁第２庁舎 

４階 

第３３会議室 

県からの報告 

・消費生活相談の概要 

・令和６年度の事業計画 

意見交換 

東部地区市町 



 

- 9 - 

・消費生活相談のＤＸ化について 

・今後の県内の相談体制について 

令和６年 

５月３１日 

倉吉体育文化会館 

教養室１ 

県からの報告 

・消費生活相談の概要 

・令和６年度の事業計画 

意見交換 

・消費生活相談のＤＸ化について 

・今後の県内の相談体制について 

中部地区市町、 

中部ふるさと広域

連合 

＜鳥取県市町村消費者行政担当職員等研修＞ 

開催日 会場 概要 参加者 

台風接近の

ため中止 

エキパル倉吉 

多目的ホール 

講師：松苗 弘幸 弁護士 

研修「消費生活相談対応に必要な法律知

識」 

・最近の消費者相談の概要。 

・消費者行政に必要な基礎知識。 

・事例に対して消費者行政及び消費生活

相談員がどのような対応ができるか。 

県内市町村 

消費者行政担当職員 

 

エ 消費者見守りネットワーク協議会（消費者安全確保地域協議会） 

（ア）高齢者・障がい者等の消費者被害防止を図るため、福祉、医療、金融、流通、司法等関係者

による「鳥取県消費者見守りネットワーク協議会」（平成３１年２月設置）を開催し、各構成

員の取組、県内の相談状況等について共有するとともに、会議に先立って設置済み市町村の事

例発表会を実施し、各機関の見守り活動の充実を図った。 

開催日 内容 

令和７年 

２月２０日 

１ 県内の特殊詐欺を含む消費者被害の現状について 

２ 研修 

３ 意見交換 

 

（イ）消費者行政推進連絡協議会（市町村消費者行政担当課長会議）等で設置促進を図り、新たに 

１町が設置した。 

令和２年度 智頭町 

令和４年度 倉吉市、湯梨浜町、日野町、伯耆町 

令和５年度 三朝町、鳥取市、境港市、米子市 

令和６年度 琴浦町 

 

オ 消費生活協同組合の育成指導 

   消費生活協同組合の健全な発展を図るため、消費生活協同組合法に基づく指導監督を実施した。 

 

キ 生活関連物資価格の情報収集 

県民の消費生活との関連性が高い商品の価格傾向等を把握するため、総務省統計局が毎月 

実施する「小売物価統計調査」の結果（食料品・日用品・石油製品等生活関連物資に係る販 

売価格等）をもとに、ホームページで県民へ情報提供を行った。 

  

ク 「なしについての表示基準」の遵守指導 

   例年、「なしについての表示基準」（昭和５８年鳥取県告示第６８９号）の遵守を確保するため、 

９月上旬の二十世紀梨の出荷期に県内の梨販売店舗の巡回調査を行うとともに、事業者に対する 

指導を実施し、その結果を公表している。令和６年度は、３７店舗を調査した。そのうち７店舗 

に口頭指導を行い、指導割合は１８．９％であった。 

 

（２）消費者教育推進事業 

ア 消費者教育推進地域協議会の開催 
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日  時 令和６年１２月２５日 １４：００～１５：３０ 

場  所 米子コンベンションセンター５階 第５会議室 

議  題 

・協議事項 
（１）令和６年度消費者教育の取組と評価／今後の方針（令和６年12月時点） 
（２）令和７年度消費生活センター事業の概要 

・報告事項 
（１）令和６年度消費生活相談（４月～９月）の概要 
（２）令和６年度消費者教育の取組状況（令和６年12月時点） 
（３）令和６年度消費者意識アンケート結果 

 

イ 各種講座等の実施 

（ア）くらしの経済・法律講座 

県内大学等（鳥取大学・鳥取短期大学・公立鳥取環境大学・米子工業高等専門学校）との連携に

よる体系的な消費者教育の連続講座を実施。 

実施機関 

（開講時

期） 

鳥 取 大 学 

（前期） 

鳥 取 短 期 大 学 

（前期） 

公立鳥取環境大学 

（後期） 

米子工業高等専門学校 
（後期） 

 

R5年度 

 

学生           67名  学生        56名 学生      137名  

県民        73名 

 

 

 

県民        17名 県民       49名  令和４年度で終了 

計         140名 計           73名 計         186名  

内容 

・消費生活センターの役割、最新の消費者トラブル    
・サイバーセキュリティ対策 
・マネープラン、金融リテラシー 
・ワークルール、働き方改革、社会保障制度、税制度 
・SDGs、エシカル消費 
・憲法、民法、くらしの法律 
・裁判員模擬裁判 など 
※各大学とも14～15コマの正規授業として実施 

 

（イ）とっとり消費者大学公開講座 

「鳥取県消費者教育推進計画」の重点項目の一つである「消費生活センターを中心とした体

系的な消費者教育の推進」に基づき、自立した消費者を養成するための県民向けの消費生活

基礎講座を開催。 

※詳細は統計資料２４頁を参照。 

 

（ウ）とっとり消費者大学啓発講座（講師派遣）（幼稚園～大学、消費者団体・地域団体等） 

消費者被害を防止するため、地域で実施される啓発講座に講師を派遣した。 

年度 回数 参加人数 

～Ｒ4 141 5,892 

Ｒ6 19 661 

※詳細は統計資料２３頁を参照。 

 

（エ）スマートフォン利用の消費者トラブル対処法講座（令和４年度～） 

デジタル機器・サービスの利用に不慣れな者に対して、スマートフォンの基本的な操作

方法と併せて、デジタル取引における消費者トラブルの未然防止に関する出前講座を実

施。具体的な相談事例を紹介し、心当たりのないメールや URL は無視することや、トラブ

ル防止に役立つスマホの機能やアプリの設定の方法などを講習した。 

○実施期間  令和６年７月～令和７年２月 

○実施会場  各地の公共施設 

○対象者   原則 65 歳以上の高齢者、障がい者等 

○参加人数  各会場 10 人程度 
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〇講座内容  特殊詐欺に注意（警察関係者） 

      最近の消費者トラブル事例(消費生活相談員) 

      もう一度確認しよう、スマートフォンの使い方（携帯電話会社） 

○開催回数  ３市町、８回 （72 人参加） 

鳥取市 琴浦町 伯耆町 

４回 ２回 ２回 

 

ウ 広報・啓発の実施 

  消費者啓発のための広報を、県・市町村の広報誌や各種マスメディア等を通じて実施。 

（ア）ソーシャルネットワーキングサービス（ＳＮＳ）で月２回以上情報発信 

①ＬＩＮＥ（消費生活センター公式アカウント） 

   県内の特殊詐欺、悪質商法トラブル情報、講座情報 

②Instagram（消費生活センター公式アカウント） 

消費者トラブル防止動画コンテストの動画作品の掲載 

③「エコトリピー」（県生活環境部公式アカウント：Instagram、X） 

   フリマサービストラブル、引越しトラブル、ダイエット・カウンセリングトラブル、講座案内 

④あんしんトリピーメール・なび（防災アプリ） 

不定期配信（令和６年度実績：６５回） 

 

（イ）新聞広告（日本海新聞に毎月掲載） 

 ■掲載テーマ■  

【令和６年度】１２回 

掲載月 テーマ 掲載月 テーマ 

４月 引っ越し直後の訪問販売トラブル 10月 クリーニングに関するトラブル 

５月 暗号資産トラブル 11月 ゲーム課金 

６月 電気料金トラブル 12月 石油ストーブ利用時の注意点 

７月 脱毛エステトラブル １月 学生にひろがる投資・もうけ話 

８月 もうけ話に関するトラブル ２月 出張解錠サービスに関するトラブル 

９月 SNSをきっかけとしたトラブル ３月 賃貸住宅退去時トラブル 

 

（ウ）新聞広告（日本海新聞・山陰中央新報）※広報課予算 

 ・掲載テーマ：５月は消費者月間 

 ・掲載日：５月９日 

 

（エ）消費生活センター等の認知度向上 

県民の消費者トラブルの未然防止のために、自分や周囲の人が消費者トラブルにあった際には

適切な相談窓口につなげられるよう、消費生活相談窓口の役割や消費者ホットライン 188 などの

相談方法の周知を強化した。 

（１）デジタルサイネージ広告 

放映期間：２か月間（５月（消費者月間）及び 10月）  

放映場所：県内３か所（鳥取・倉吉・米子市内の各１か所） 

放映動画：＜鳥取・倉吉＞消費生活センター紹介動画（30秒編） 

   （https://www.youtube.com/watch?v=NNac8xmc2WU） 

＜米子＞YouTube広告と同じ 

 

（２）YouTube広告 

対象：鳥取県内（地域ターゲティング） 

期間：２か月間（５月（消費者月間）及び 10月） 

配信動画：消費者ホットライン 188 15秒 CM 

（https://www.youtube.com/watch?v=X85E6k69voY） 
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エ 学校における消費者教育、連携支援の実施 

（ア）教員向け消費者教育研修の開催 

消費者教育の専門家による教員向け研修を開催し、教職員の指導力の向上を図った。 

開催日 テーマ 講師 受講者数 備考 

９月２日 デジタル時代の消費

者教育 ～18歳まで

に学ばせたい情報と

お金との関わり方～ 

鳴門教育大学大学院 

教授 坂本 有芳 氏 

（文部科学省消費者教

育アドバイザー） 

15名 文部科学省消費者教育

アドバイザー派遣事業

を活用 

 

（イ）学校・大学教職員に向けた情報発信 

   各小・中・高等学校、特別支援学校、大学・専門学校等に対し、授業やオリエンテーション等

で活用できる教材や講師派遣事業の情報をメールで周知した。（９月 19 日配信）県内高校での 

 

（ウ）弁護士出前授業（R３～） 

成年年齢の引下げに伴う若年者の消費者被害防止を図るとともに、持続可能な社会の実現に

貢献する消費行動（SDGs への取組）を促すため、弁護士が県内の高校へ出向き、成年直前の生

徒及び学校教員に対して成年の法的な意義や消費者トラブルへの備え等について啓発する出前

授業を実施した。 

令和６年度：出前授業を希望する５校（同）で実施。この他、中学校２校でも実施。 

 

（エ）啓発講座への講師派遣（再掲） 

学校やＰＴＡ等が開催する啓発講座に消費生活相談員を講師として派遣した。 

（７機関、受講者数：307名） 

 

（オ）県内大学内の相談窓口との連携支援 

大学内の相談窓口と連携して、大学生の消費者トラブルの相談支援を行う体制を構築している。 

大学 連携する相談窓口 

鳥取大学 学生支援センターなんでも相談室 

医学部 学務課（米子キャンパス） 

公立鳥取環境大学 学務課 

鳥取短期大学 ヘルスサポートセンター・学生課 

鳥取看護大学 ヘルスサポートセンター・学生係 

 

オ 職域における消費者教育の推進 

（１）リーフレットの作成・配布 

職域における消費者教育の推進に向けたリーフレットを作成し、事業者団体を経由して事業者

へ配布した。 

配布部数：10,000部 

配布先：各商工会議所（鳥取・米子・倉吉・境港）、

鳥取県商工会連合会、鳥取県中小企業団体

中央会 

内容：職域において消費者教育を実施する意義と期

待される効果、実施方法など 

 

（２）啓発講座への講師派遣（再掲） 

事業者・事業者団体等が開催する啓発講座に消費

生活相談員を講師として派遣した。 

（４団体、受講者数：８６人） 
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カ 消費生活相談員向けスキルアップ研修会の開催 

  県・市町村の消費生活相談業務を受託するNPO法人コンシューマーズサポート鳥取の消費生活

相談員を対象に、講師派遣での消費者教育や相談業務におけるスキルアップを目的とした専門

研修会を開催した。 

○第１回研修会：７月15日（月・祝） 消費者庁新未来創造戦略本部の取組/ダークパターン 

○第２回研修会：11月23日（木・祝） 対応困難相談者への相談対応とメンタルヘルス 

 

キ 鳥取県金融広報委員会による高校生等を対象にした金融・消費者教育の出前講座（平成 26～） 

鳥取県金融広報委員会…金融広報中央委員会、日本銀行鳥取事務所、鳥取財務事務所、鳥取県、

金融機関、報道機関等が協力し、中立・公正な立場から暮らしに身近な金融に関する広報・啓発を

行う公的団体 

年度 高 校 学 年 受講人数 講演内容等 

H26

～ 

R５ 

延 54校 １～３年 

保護者 

3,221 消費者トラブル、クレジットカード、ライフプラン、

進学、就職にまつわるお金の話、ネット時代と金融商

品の付き合い方、給与明細の見方 など 

R６ 
４校 １～３年 317 若者に多い消費者トラブル、将来の生活設計 など 

 

ク 消費者団体等への支援 

○消費者団体代表者連絡会議の開催 

・開催日時等：６月２５日 倉吉市で開催 

・参加者：消費者団体代表者 １１団体 

・内容：各団体の取組の情報交換、県からの情報提供 

○消費者団体等活動支援補助金 

消費者団体等が実施する消費者啓発・広報活動などの取組みに対し、補助金を交付。 

（２団体） 

 

ケ 地域消費生活サポーターへの各種講座開催情報の提供 

 消費者被害を地域ぐるみで防止するため、センターが実施する講座の受講者を、消費者被害

防止に係る「地域消費生活サポーター」として認定しており、当該年度の各種講座の開催情報を

その都度提供している。地域における消費生活の注意喚起や啓発活動を依頼。 

（登録者：211名（令和６年度末時点）） 

 

 

３ 思いやり消費（エシカル消費）普及事業 
（１）とっとり思いやり消費（エシカル消費）推進宣言制度・推進事業補助金の創設 

ア 推進宣言制度 

思いやり消費の推進に取り組む事業者が、その意志又は理念を宣言し、思いやり消費の推 

進に繋がる取組内容とともに自らのホームページ等で公表する「とっとり思いやり消費推進 

宣言」制度を創設した。 

・宣言事業者数：２事業者 

 

イ 推進事業補助金 

アの宣言を行った事業者が実施する思いやり消費の普及推進の取組を支援する補助制度を 

設け、県内におけるエシカル消費の普及啓発を図った。 

【補助率1/2、補助上限額500千円】 

・補助金活用事業者数：１事業者（思いやり消費に資する商品等の試作等） 
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（２）普及啓発 

ア とっとり消費者大学公開講座くらしの経済・法律講座の開催＜教育機関との連携＞ 
   学生・県民向けの講座において、エシカル消費に関する講座を開催 

会場 月日 テーマ 講師 

鳥取大学 ６月１７日 SDGs を実践する暮らし

と仕事 

とっとり SDGｓ伝道師 

美保テクノス株式会社 

 洋谷 友子 氏 

鳥取短期大学 ７月１６日 実践できるＳＤＧｓ 公益財団法人とっとり県民

活動活性化センター 

理事長 毛利 葉 氏 

公立鳥取環境大学 １１月１８日 子どもたちの未来のため

に私たちができること 

～SDGｓの視点から～ 

とっとり SDGｓ伝道師 

鳥取県ユニセフ協会 

事務局長 奥谷仁美氏 

 

イ 高校図書館等におけるＳＤＧｓ、エシカル消費の巡回展示＜教育機関・市町村との連携＞ 

○高校図書館、公立図書館等での展示、授業のほか各種イベントでの啓発において、ＳＤＧｓや

エシカル消費を啓発するパネル・人形、エシカル商品サンプルなどを貸出展示 

（県立・私立小中高校図書館４校、その他４会場） 

中学校 加茂 

高等学校 鳥取東、日野 

その他 公立鳥取環境大学、県立図書館、SDGs 啓発イベント

３件 

 

    

４ 特殊詐欺・悪質商法被害防止対策推進事業費 

（１）防犯機能付電話機等の購入補助事業 

   令和５年度から、高齢者、障がい者等の消費生活上配慮を要する者に対して特殊詐欺等の被害

防止効果が高い防犯機能付電話機等の購入費を助成する市町村への補助事業を創設した。 

（３００台分：３００万円。国交付金活用、市町村間接補助） 

 【令和６年度補助実績】：２６６台（電話機１６６台、カメラ付きドアホン１００台） 
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 ８ 令和７年度消費生活センター事業概要   

 
（１）消費生活センター事業費 

ア 消費生活相談の実施 

県内３箇所に消費生活相談室を設置し、消費生活相談員が消費者トラブルへの相談・助 

言・斡旋等を実施。西部相談室においては、土日の相談受付を引き続き実施する。 
※平成24年度から県・一部市町共同でNPOに相談業務を委託。 

 

イ 市町村との連携による相談体制の充実 

地域住民に身近な場所で積極的な相談対応が行われるよう、市町村と連携して県内全体の相 

談体制の充実を図る。 

 

ウ 多重債務・ヤミ金融問題等対策の実施 

○ 多重債務・法律相談会の開催 

 高度な法律知識や法的見解を要する相談及び多重債務相談に対応するため、県弁護士会、司

法書士会等と連携し、相談会を開催する。 

 

 

○ 国の「多重債務者相談強化キャンペーン」に合わせ、関係機関と連携し、弁護士等法律専門

家による法律相談会を休日に開催（１２月予定）。 

 

エ 消費生活審議会の開催 

県民の消費生活に関する重要事項を調査審議し、意見具申する審議会を開催。 

 

オ 所管法令の遵守のための事業者指導等 

不当な取引方法（契約等）について、特定商取引法及び消費生活の安定及び向上に関す 

る条例に基づく事業者指導を行うことにより、県民の安心・安全なくらしの確保を図る。 

 

カ 市町村の消費者行政強化事業に対し助成 

消費生活相談窓口の対応強化などに取り組む市町村に対して交付金を交付。 

⇒主な交付対象事業：消費者教育の推進、相談対応職員の研修、広報･啓発物品購入、 

出前講座の実施 等。 

 

キ 消費者見守りネットワーク協議会の運営 

高齢者・障がい者等の消費者被害防止を図るため、県内市町村での消費者見守りネットワー 

ク体制等について情報共有及び意見交換等を行う。 

 

ク 消費生活協同組合の育成指導 

消費生活協同組合の健全な発展を図るため、消費生活協同組合法に基づく指導監督を実施。 

 

ケ 生活関連物資価格の情報収集 

消費者による適切な購入選択を促進するため、総務省統計局が毎月実施する「小売物価 

統計調査」の結果をもとに生活関連物資に係る販売価格等の情報をホームページに掲載し、 

県民へ情報を提供。 

また、県内のレギュラーガソリン販売（店頭表示）価格について定期的に調査を実施し、 

地区別の結果をホームページで公表。 

 

コ 「なしについての表示基準」の遵守指導 

「なしについての表示基準」（昭和 58年鳥取県告示第 689号）の遵守を確保するため、二十 

世紀梨の出荷期に事業者に対する指導を実施。 

○多重債務・法律相談会・・各月１回（１２月を除く）・県内３会場 

○随時相談・・・・・・・・随時 
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（２）消費者教育推進事業 
ア 消費者教育推進地域協議会の開催 

   県内における消費者教育の総合的、体系的かつ効果的な推進や、消費者教育推進計画の 

作成又は変更に関する事項を審議するため、消費者教育推進地域協議会を開催。 

 

イ とっとり消費者大学啓発講座への講師派遣 

    広域的に組織する団体等からの申込みに応じ、消費者被害防止に関する講演会に県負担 

で専門相談員を派遣。 
 

ウ とっとり消費者大学くらしの経済・法律講座の開催 

   県民が消費生活に係る高度な知識を習得できるよう、県内の高等教育機関（大学等）と 

連携して、県民が学生とともに体系的・専門的な知識を習得する講座を開催。 

 

エ とっとり消費者大学公開講座の開催 

消費者教育の意義の普及を図るため、既存啓発講座と合わせて総合的に消費者問題の知識習 

得を図ることができるよう、公開講座を県内３地区で実施する。併せて受講機会を拡大するた 

め、オンデマンド配信を行う。 

・時期 通年（年間９回程度） 

・内容 県民に広く周知・啓発する必要があるテーマ（特殊詐欺被害防止、終活等）を選定し、 

各テーマについて、県内３地区（東・中・西）で講座を開催する。 

 

オ 消費生活相談員担い手確保事業 

県内の消費生活相談員資格取得者に受験費用等を補助し、消費生活相談の担い手の確保を図る。 

 

カ デジタル消費者教育の推進 

デジタル化の進展に伴い、インターネットを介した消費生活トラブルの被害防止のため、携

帯電話会社、消費生活相談員及び県警と連携し、スマートフォンの基本的な利用方法や消費者 

トラブルに巻き込まれないための注意点等を身につける講座を実施する。 

 

キ マスメディア等を通じた積極的な啓発広報の展開 

○ 新聞記事連載を通し、身近な消費生活情報を提供。 

○ 県政だよりやホームページ、SNS等を通して、広く一般県民に消費者被害防止のための

情報を提供。 

○ 消費者被害が続出する等の緊急事案については、報道機関への資料提供等により早急

な周知・広報を実施。 

 

ク 消費生活相談員向け消費者教育講座の実施 

消費生活相談員を対象とする、知識、能力向上を目的とした研修を年２回実施。 
 

ケ 消費者団体等への活動支援 

○ 県と消費者団体との協働、並びに消費者団体間の連携を促進するため、消費者団体代表

者連絡会議を開催し、意見交換・情報交換を実施。 

○ 消費者団体等が実施する消費者啓発・広報活動などの取組みに対し、補助金を交付。 

※ 交付上限額：１０万円 
 

コ 地域消費生活サポーターの認定 

特殊詐欺等の消費者被害を地域ぐるみで防止するため、県が地域に密着した消費者啓発 

の中心的役割を担う方を「地域消費生活サポーター」として認定。 

 

 


